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1.「 宇宙戦争」の始 まり?

「み な さ ん 、 大 陸 間 ラ ジ オ ・ニ ュ ー ス か ら最 新 の ニ ュ ー ス をお 伝 え します 。 カナ ダ の トロ ン ト

で は マ ク ミラ ン大 学 の モ ー ス 教 授 が 、 東 部 標 準 時 の午 後7時45分 か ら9時20分 まで の あ い だ に、

火 星 上 で 合 計3回 の 爆 発 を観 測 した と報 告 して お り ます 。 こ の報 告 は ア メ リカ の い くつ か の 天 文

台 に よ る以 前 の 報 告 を裏 づ け る もの で あ りま す 。 さて 、 も っ と近 い所 で は 、 ニ ュ ー ジ ャー ジ ー州

の トレ ン トンか ら特 別 報 告 が き て お ります 。 午 後8時50分 、 隕 石 と思 わ れ る 巨 大 な 閃光 を放 つ 物

体 が 、 トレ ン トン か ら22マ イ ル の ニ ュ ー ジ ャー ジ ー 州 グ ロバ ー ズ ミル 近 郊 の 農 場 に落 下 し ま した 。

空 で の 閃 光 は 半 径 数 百 マ イ ル の地 域 で み られ ま した し、 落 下 の 際 の 轟 音 は は るか 北 の エ リザ ベ ス

で も聞 か れ ま した。

目下 特 別 の 中継 車 を現 場 に派 遣 中 で あ り ます が 、 担 当 記 者 の フ ィ リ ップ ス が 、 プ リ ンス トンか

ら現 場 に到 着 し しだ い 、 状 況 を お 知 らせ い た しま す 。」

「み な さ ん 、再 び カ ー ル ・フ ィ リ ップ ス で す 。 こ ち ら は ニ ュー ジ ャ ー ジ ー 州 グ ロ バ ー ズ ミル の

ウ ィ ル マ ス 農 場 で す 。 わ た く し と ピ ア ソ ン教 授 は プ リ ン ス トンか ら11マ イ ル を10分 で や っ て まい

りま した 。 さ て 、 わ た く しは … … わ た く しは ど こか ら始 め て よい の か 、 眼 の 前 に展 開 して お り ま

す 奇 妙 な 光 景 を お伝 えす る の に 、 ど う した ら よい の か わ か り ませ ん。 そ れ は ま る で現 代 の ア ラ ビ

ア ン ・ナ イ トの よ うで す 。」'

「ち ょ っ とお待 ち くだ さい 。 何 か 起 こ っ た よ うで す 。 み な さ ん 、 こ れ は 恐 ろ しい こ とで す 。 物

体 の端 が め くれ 落 ち は じめ ま した。 て っぺ ん の 部 分 が ス ク リ ュ ー の よ う に 回転 しは じめ ま した 。

物 体 は 内 部 が うつ ろ に な って い る よ うで す 。」
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「み な さ ん 、 こん な恐 ろ しい もの は み た こ とが あ りませ ん。 … … お 待 ち くだ さ い。 誰 か が て っ

ぺ ん か ら這 い だ して き ます 。 誰 か が 、 い や 何 物 か が 。 真 黒 な穴 か ら2つ の 輝 く円 盤 状 の もの が の

ぞ い て い る の が み え ます … … 眼 で し ょ うか 。 顔 に ち が い あ り ませ ん。 あ れ は … … 。」

「あ あ 、 影 の部 分 か ら何 か が ま る で ヘ ビみ た い に這 い だ して き ます 。 ほ ら、 も う一 匹 、 も う一

匹 と。 そ れ は わ た し に は ま る で 触 手 の よ う にみ え ま す 。 あ あ っ 、 体 の 一 部 が み え ます 。 クマ く ら

い の 大 き さで 、 ぬ れ た 皮 み た い に キ ラ キ ラ して い ま す 。 で もそ の 顔 は… … そ れ は… … う ま くい え

ませ ん 。 ど う もわ た し に は正 視 で きな い もの で す 。 眼 は 真 黒 で 、 ヘ ビみ た い に光 っ て い ます 。 口

はV型 で 、 輪 郭 の は っ き り しな い 唇 か らは 唾 液 が た れ 、 ま る で震 えて い る か 脈 打 っ て い る よ う に

み え ま す 。 こ の 怪 物 か 何 か 知 り ませ ん が 、 ほ とん ど動 き ませ ん 。 そ れ は お そ ら く引 力 か 何 か で

… … 沈 み こ んで い る よ うで す
。 この 物 体 は立 ち あが りつ つ あ り ます 。 群 衆 は ワ ッ と後 へ さが り ま

す 。 群 衆 も本 当 の こ とが わ か っ た ん で す 。 とて もあ りえ ない よ う な経 験 で す 。」 〔1〕

1938年10月30日 の夜 、ハ ロ ウ ィ ー ン に、午 後8時 か ら コ ロ ン ビ ア放 送(ラ ジ オ)で 、オ ー ソ ン ・

ウ ェ ル ズ(OrsonWelles)と マ ー キ ュ リ ー 放 送 劇 場 の 俳 優 た ち に よ っ て 放 送 さ れ た 、H.G,ウ ェ

ル ズ(Wells)の 小 説 『宇 宙 戦 争 』("Thewaroftheworlds")を 翻 案 した ドラマ は 、 そ の 日、 火

星 人 の 侵 入 を信 じ込 ん だ数 百 万 人 の ア メ リ カ人 を 未 會 有 の パ ニ ッ ク状 態 に陥 らせ た。 「少 な く と

も六 百 万 人 が こ の放 送 を聞 き、 そ の なか で少 な く と も百 万 人 が お び え た り、不 安 に陥 っ た り して

い た 。」 〔2〕

「衛 星 デ ジ タ ル 多 チ ャ ンネ ル 放 送 時 代 突 入 」、 「放 送 の デ ジ タル 化 」、 「デ ィ レ クTVの 日本 へ の

上 陸」、 「電 波 に よ る文 化 侵 略 」、 「衛 星 か ら 日本 に向 け て 発 射 さ れ る 電 波 」・な ど新 聞 ・雑 誌 に躍 る

題 目 を見 て い る と、60年 前 の ア メ リ カ合 衆 国 で 、 火 星 人 の 来 襲 を真 実 だ と思 い 慌 て ふ た め い て い

た人 々 の 姿 が 目 に浮 か ん で くる 。 しか し、 今 目前 に展 開 して い る の は 、 真 正 の 厂宇 宙 戦 争 」 な の

か も しれ な い 。 そ の結 末 は悲 劇 とな る の で あ ろ うか 、 そ れ と も大 団 円 と な る の で あ ろ うか 。

日本 で は 、1984年(昭 和59年)に 、 放 送 衛 星(BroadcastingSatellite)BS2aに よ っ てNHKの

衛 星 試,験放 送 が 始 め られ 、1989年(平 成 元 年)に 、NHKの 衛 星 放 送2チ ャ ンネ ル が 有 料 化 され た。

以 後 、1991年 、 日本 衛 星 放 送(JSB、WOWOW)の 有 料 に よ る 本 放 送 の 開 始 、1992年 、 通 信 衛 星

(CommunicationsSatellite)のJCSATと ス ー パ ー バ ー ドを使 用 したCS放 送 〔3〕 の 開 始 と、 衛

星 に よ る放 送 は 拡 大 して い っ た 。

さ ら に 、1996年(平 成8年)よ り、 多 チ ャ ン ネ ル の 衛 星 デ ィ ジ タル ・テ レ ビ放 送 〔4〕 が 、

1995年8月 に打 ち上 げ られ た 日本 サ テ ラ イ トシ ス テ ム ズ(JSAT)の 通 信 衛 星JCSAT3の トラ ン

ス ポ ン ダ(中 継 器)を 使 用 して 開 始 され て い る 。

衛 星JCSAT3を 利 用 して デ ィ ジ タ ル放 送 を行 っ て い るの はPerfecTVで 、1996年6月 か ら試 験

放 送 を 開 始 し た が 、 そ の 少 し前 の4月 に 、 通 信 衛 星Asiasat2に よ っ て 、 香 港 のStarTV(Star

とは 、SatelliteTelevisionAsianRegionの 頭 文 字 を と った もの)が 、 日本 市 場 向 け に編 成 し た 「ス

タ ー ・プ ラ ス ・ジ ャ パ ン」 の 本 放 送 を 始 め て い る 。StarTVは 、 香 港 の ハ ッ チ ヴ ィ ジ ョ ン

(Hutchivision)が 、1991年(平 成3年)か ら衛 星Asiasat1の トラ ン ス ポ ン ダ を使 用 してBBCワ

ー ル ド ・サ ー ビ ス ・テ レ ビ ジ ョ ン(BBCWorldServiceTelevision)な ど を放 送 し て きた
。 そ の

後1993年7月 、 ルパ ー ト ・マ ー ドッ ク(RupertMurdoch)の ニ ュ ー ズ ・コ ー ポ レー シ ョ ン(News

CorporationLimited)が ハ ッチ ビジ ョ ンの 株 式 の63.6%を 取 得 し、 そ れ 以 来StarTVはR.マ ー

ド ッ ク の 傘 下 に あ る 。 こ のStarTVは 、TNT&CartoonNetworkと 共 に 、1995年(平 成7年)

4月 、 放 送 法 に 規 定 さ れ て い る 厂放 送 」 の 定 義 に該 当 す る サ ー ビ ス と して 郵 政 省 に よ っ て確 認 さ
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れ 、 日本 国 内 で 自由 に受 信 す る こ とが 可 能 と な っ た 最 初 の 越境 す る テ レ ビ放 送 で あ る 〔5〕。

日本 の 衛 星 デ ィ ジ タル 放 送 は 、PerfecTVに 続 い て 、 ア メ リ カ合 衆 国 の ヒ ュ ー ズ ・エ レ ク トロ

ニ ク ス(HughesElectronicsCorporation)傘 下 のDirecTVが 、 カ ル チ ャー ・コ ン ビニ エ ンス ・ク

ラ ブ(ビ デ オ レ ン タ ル ・チ ェ ー ン)な どの 日本 企 業 と共 に、1997年 に打 ち上 げ られ る通 信 衛 星 ス

ーパ ー バ ー ドCで
、 同 年 よ り多 チ ャ ン ネ ル ・サ ー ビス を開 始 す る 。

他 方 、R.マ ー ドッ ク は 、1996年6月12日 に 、 日本 で2年 以 内 に 多 チ ャ ン ネ ル衛 星 デ ィジ タ ル

放 送 サ ー ビ スJSkyBを 事 業 化 す る こ と を発 表 し て 多 くの 人 を驚 か せ た。 そ の 後 、 息 つ く暇 も な

く同 年6月20日 、 ニ ュ ー ズ ・コ ー ポ レー シ ョ ン とソ フ トバ ンクが 、 共 同 で テ レ ビ朝 日の筆 頭 株 主

で あ っ た旺 文 社 メ デ ィア を買 収 し、 地 上 波 テ レ ビ放 送 に も参 入 す る こ とを発 表 して 、 日本 の 放 送

関係 者 に大 きな 衝 撃 を 与 え た。

イ ギ リス の 新 聞 サ ン(TheSun)と タ イム ズ(TheTimes)、 ア メ リ カ 合 衆 国 の 映 画 会 社20世 紀

フ ォ ッ ク ス(TwentiethCenturyFox)と テ レ ビ ・ネ ッ ト ワ ー ク の1つFOX(FoxBroadcasting

Company)、 イ ギ リ ス のBSkyB、 そ して香 港 のStarTVな ど を擁 す る オ ー ス トラ リア 生 ま れ のR.

マ ー ドッ ク に よ る テ レ ビ朝 日の株 式 の 取 得 は 、 日本 を巻 き込 ん だ 「宇 宙 戦 争 」 の 開 始 を象 徴 す る

の に相 応 しい 出 来 事 で あ っ た 。 そ の 後 、1997年3月 に な っ て 、 ニ ュ ー ズ ・コ ー ポ レー シ ョ ン ら に

よ っ て取 得 され て い た 株 式 が朝 日新 聞 社 へ 売 却 され る こ とが 発 表 さ れ た こ とか ら もわ か る よ う に、

こ こ か ら広 が っ て い く波 紋 は計 り知 れ な い も の が あ る。

2.越 境放送

衛星テレビ ・サービスが論 じられるときには、一般に 「ボーダレス化」や 「国境を越える」こ

とが強調される。確か にそこに大 きな問題点があるとして も、それが今 日における変化の特徴を

示 しているわけではない。1938年 にラジオ放送 された ドラマr宇 宙戦争』の中にも、「大陸間ラ

ジオ ・ニュース」が登場 している。20世 紀初頭のラジオ放送の出現 は、同時に国際ラジオ放送の

始 まりで もあった。 日本では、1935年6月1日 、ハワイ、北アメリカ西部 に向けて日本語と英語

で1日1時 間の海外放送が始まっている 〔6〕。そ して、1936年9月 には、国際連盟で、放送が

国家間の友好関係 を害する方法で用い られることを防止 し、放送を通 じて国際理解 と国際協力 と

を進めてい くこ とを目的 として、「平和のための放送の使用に関する国際条約」が採択 され、

1938年4月2日 に発効 している。これは、国際放送の番組基準 を扱った最初の多国間条約であ り、

締約国は、国際理解に有害で、他国の国内秩序や領域の安全 と抵触するような行為 をそそのかす

ような番組の発信 は、いずれの地域の人々に向けられるものであっても、自国の領域内で禁止 し

た り、事後 に遅滞なく停止 した りしなければならない 〔7〕。

こうして、国境 を越えたラジオ放送は、大 きな政治的問題 となってい く。1942年2月 には、ア

メリカ合衆国のVOA(VoiceofAmerica)が まず ドイッ語で放送を開始する。その後VOAは 、

ソ連の対米政治宣伝放送に対抗 して、1947年2月 、ソ連圏向けのロシア語放送を付け加えた。ソ

連はこのVOAの 放送 に対 してジャミング(jamming)に よる電波妨害 を行い、米 ソ問の 「電波

戦争」が長 く続いたのである。

このアメリカ合衆国の国際ラジオ放送は、ソ連 と東欧の共産主義圏の瓦解、1990年 の東西 ドイ

ツの統一などヨーロッパにおける 「冷戦」の終結 と共に、アジアの共産主義諸国へ とその対象地

域の重点 を移動 させて きた。東アジアでは、国際ニュース中心のVOAの ほかに、放送対象地域
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の国内ニュースを扱 う 「ラジオ ・フリー ・アジア(RadioFreeAsia)」 が、1996年9月 よ りまず

中国語で開始された。その後チベ ット語による放送、1997年 に入ってか らベ トナム、 ミャンマー

(ビルマ)向 けの放送 と、その放送対象地域を拡大 してきている 〔8〕。

このように、ラジオ放送の始 まりより電波は国境を越え、越境放送は政治的対立から生 じ、ま

た政治的対立 を生んできたのである。従って、今日生 じている問題 は、単に、「越境性」 という

ところにあるわけではない。それは、越境 して くるものがテレビ放送用の電波だということにあ

る。越境 して くるテレビ番組が自国に与える、文化的、政治的、社会的影響の大 きさに対する懸

念が、これ まで広範に表明されてきた。そ して、このテレビ電波の越境 を可能にしている技術的

手段こそ、衛星にほかならない。 さらに、多チャンネル化をもた らしたデ ィジタル技術の進展と

それに伴 うテレビ放送の 「ビジネス化」が、情況を一層混沌とさせている。

このテレビ放送用の電波の越境については、長 く国際連合を舞台に西側諸国、ソ連圏、発展途

上諸国とが入 り乱れて議論が進め られて きた。1969年(昭 和44年)、 国連の宇宙平和利用委員会

に直接放送衛星作業部会が設置され、この作業部会の報告を受けて、1974年 より宇宙法律小委員

会で衛星放送の法原則の審議が行われてきた。他方、国連の電気通信に関する専門機 関である

ITU(lnternationalTelecommunicationUnion、 国際電気通信連合)で 、衛星放送に関する周波数

と静止軌道の取決め作業が進められてきた。これらの過程での議論は、情報自由の原則 と情報主

権(informationalsovereignty)と のせめ ぎ合いの中で行 われてきた。前者 は、1948年 の世界人

権宣言、第19条 、「すべて人は、意見及 び表現の自由に対す る権利 を有す る。この権利は、干渉

を受けることなく自己の意見 をもつ自由、並 びにあらゆる手段により、また国境を越えると否と

にかかわ りな く、情報及び思想を求め、受 け、及 び伝える自由を含む。」に示 されている理念で

ある。他方、後者は、各国が、情報にかかわる国家の一体性を保持するために、自らの判断によ

って情報を選択 し、最も適切 と考 える情報 を自国民に対 し提供する権利である。これは、国際放

送の領域で は、国家が自国領域内に向けた外国か らの電波の流入を防 ぐ権利 として主張 されてき

た。1972年(昭 和47年)の ユネスコ宣言(情 報の自由交流、教育の普及、及び文化的交換 の増進

のための、衛星放送の利用に関す る指導原則宣言)は この主張を容れ、衛星放送番組に対する受

信国の事前の同意を認めている。

結局、1977年(昭 和52年)、ITUの 世界無線通信主管庁会議(WARC-BS)で 、世界各国のテ

レビ衛星放送が円滑に行われるように、各国ごとにチ ャンネル、静止軌道位置 などが割 り当てら

れ、技術基準が決められた。1982年(昭 和57年)に は、国連総会で、「国際直接 テレビ放送のた

めの衛星の使用 を規定する原則」が採択された(西 側諸国は、反対 または棄権する。 日本は反対

する)。 同原則は、受信 国の情報主権の保障を重視 してお り、国際直接テ レビ放送衛星事業を設

立 しようとする国、またはその設立 を許可することを意図する国は、その意図を遅滞なく受信国

となる国または諸国に通報 し、要請があれば迅速に協議 しなければならず(同 原則J.13)、 また

関係国間での協定 ・取決め(技 術面 と番組内容 との両方 を含 む)を 事前に結ばなければならない

(同原則J.14)〔9〕 。

以上のように、越境するテレビ放送、とりわけ一般公衆に直接受信 される衛星放送に関する諸

議論は、情報 自由の原則 と情報主権 との対立を軸 に推移 してきたのである。
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3.韓 国 と 日本

越 境 す る テ レ ビ電 波 の こ とで 、韓 国 と 日本 との 関 係 を考 え た と き思 い 出 され る の が 、1991年(平

成3年)10月 、 日本 と韓 国 の2つ の 学 会 に よ っ て 東 京 で 開催 され た 「ア ジ ア 地 域 の衛 星 コ ミュ ニ

ケ ー シ ョ ン ・シ ンポ ジ ウ ム」の こ とで あ る 。当 時 韓 国 で は既 に、通 信 ・放 送 複 合 衛 星 「舞 窮 花(ム

グ ン フ ァ)」 の打 ち上 げ を1995年 に実 施 す る計 画 が 立 て られ て い た が 、 シ ン ポ ジ ウ ム で は 、 韓 国

の 研 究 者 に よ っ て 日本 の 衛 星 放 送 の ス ピ ル オ ー バ ー(spillover)が 問 題 と され て い た 〔10〕。 そ

の 頃 、韓 国 政 府 は 、 「日本 の 衛 星 放 送 の ス ピル オ ー バ ー に関 して は」 「協 議 の 対 象 に な り得 る と い

う意 見 を 日本 に伝 え て い る」 〔11〕。 そ して 、 「1990年3月16日 の 韓 日文 化 交 流 実 務 者 会 議 で 韓 国

側 は ス ピル オ ー バ ー の 問 題 を指 摘 し、 そ の 防 止 の た め 日本 側 が技 術 的 努 力 をす る よ うに 求 め 、 放

送 の 内容 に 関 して両 国 が 協 議 す る こ と な ど を提 案 」 して い る 〔12〕。 韓 国 側 の憂 慮 は 、 「日本 の 衛

星 放 送 の 否 定 的 影 響 」 で あ り、 そ れ は 、 「文 化 的 、経 済 的 、 倫 理 的 影 響 と 日本 の支 配 的 イ デ オ ロ

ギ ー の 流 入 」 に あ る 〔13〕。 と こ ろで 、 この 会 議 の 前 年1990年9月 に は 、 韓 国 で は 「パ ラ ボ ラ ア

ン テ ナ が 約30万 個 普 及 」 し、 そ れ を使 っ てNHKの 衛 星 放 送 が 受 信 さ れ て い た 〔14〕。

そ の後 、 韓 国 で は 、 海 外 か ら衛 星 を通 じて 入 っ て くる テ レ ビ放 送 番 組 の 受 信 ア ン テ ナ の 設 置 が

自 由 とな っ た 。 一 方 で 日本 か らの 大 衆 文 化 の 輸 入 に対 す る禁 止 措 置 が と られ つ つ 、 他 方 で 日本 の

衛 星 放 送 の 受 信 が1991年 よ り認 め られ る よ う に な った 。1994年4月 に は 、 日本 の 衛 星 放 送(NHK)

やStarTVな どが 、約43万 世 帯 で 受 信 さ れ て い る 〔15〕。

衛 星 ム グ ン フ ァ1は1995年8月 、 衛 星 ム グ ン フ ァ2は1996年1月 に打 ち 上 げ られ た 。1号 は事

故 の た め衛 星 の 寿 命 が10年 か ら4年4か 月 に短 縮 され たが 、2号 は予 定 され た 静 止 軌 道 に 位 置 し、

寿 命 はll年 半 と見 込 まれ て い る。 ム グ ン フ ァ衛 星 は 、 一 般 にKoreasatと 呼 ば れ る 通 信 ・放 送 複

合 衛 星 で あ る 。 両 衛 星 は 、kuバ ン ドの12個 の 通 信 用 トラ ン ス ポ ン ダ(出 力12W)と3個 の 放 送

用 トラ ン ス ポ ン ダ(出 力120W)を 搭 載 し て お り、 電 波 の 到 達 範 囲 は 、 朝 鮮 半 島 の ほ か 、 上 海

や 山東 半 島 、 さ ら に大 阪 以 西 の 日本 を含 み 、 九 州 北 部 で は韓 国 内 と 同 じ直 径50セ ン チ メ ー トル 位

の パ ラ ボ ラ ア ンテ ナ で 受 信 可 能 で あ る 〔16〕。

こ う して 、1996年7月1日 、 衛 星 ム グ ン フ ァ1を 使 用 したKBS(韓 国 放 送 公 社)に よ る デ ィ

ジ タ ル方 式 の 衛 星 試 験 放 送 が2つ の チ ャ ン ネ ル で 始 め られ た 。 韓 国 で は 、 例 え ば 、首 都 ソ ウル に

お け る地 上 波 の テ レ ビ ・チ ャ ン ネ ル は 、 公 共 放 送 で あ るKBSの2系 統 と政 府 出 資 の 韓 国 教 育 開

発 院 の 附 属 機 関 で あ るEBS(教 育 放 送)、 商 業 放 送 のMBC(文 化 放 送)とSBS(ソ ウ ル放 送)の

5つ だ け で あ る よ う に 、 テ レ ビ放 送 の チ ャ ン ネ ル 数 が 少 な い た め 、 新 政 権 の 下 で 多 チ ャ ン ネル 化

政 策 が 推 進 され て き た。 政 府 の 指 導 の 下 に1995年 か ら ケ ー ブ ル テ レ ビが 始 め られ 、 そ れ と共 に衛

星 に よる放 送 も進 め ら れ て きた 。

他 方 韓 国 は 、1996年 、海 外 に韓 国 の 映 像 を送 り出 す た め に 、 そ の 実 施 機 関 と して 国 際放 送 交 流

財 団 を発 足 させ た 。 韓 国 に対 す る理 解 を 深 め る こ と、 韓 国 の イ メ ー ジ を 高 め る こ とが 目的 で 、 北

ア メ リカ 、 ヨ ー ロ ッパ 、 ア ジ ア 地 域 に お い て 韓 国 の ニ ュ ー ス や 番 組 を英 語 で 放 送 す る こ とが 計 画

され て い る 〔17〕。

ま た 、SBSや 大 宇 シ ネ マ な どが 共 同 で 設 立 した 「ソ ウ ル 国 際 衛星 テ レ ビ」 が 、1997年1月 か ら、

衛 星Asiasat2で ア ジ ア 地 域 向 け の デ ィ ジ タル 放 送 を 開始 す る こ とが 報 道 され て い る 。 ス ポ ー

ッ ・映画 ・ニ ュ ー ス な ど5チ ャ ン ネ ル か ら な り、 英 語 や 中 国 語 の 字 幕 が付 く。 マ ス ・メ デ ィ ア に

関 す る行 政 全 体 を管 理 す る広 報 処 は 、 この こ と を、 「今 の 韓 国 に は必 要 な こ とだ と歓 迎 して い る」
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さらに遡って同年3月 、韓国の情報通信部(旧 逓信部)が 、WTOの 基本電気通信交渉の第14

回会議に、「1998年から外国の衛星を利用 して韓国内に放送 ・通信のサービスが提供できるよう

衛星通信の市場を開放する。また外国の通信事業者が韓国内に会社 を設立 しなくても、韓国の通

信事業者を通 じて国内の利用者にサービスが提供で きるようにする」方針で臨むことを明 らかに

している 〔19〕。

また、打 ち上げが予定されている衛星ムグンファ3は 、アジア諸国への広域サービスができる

ように設計 されている。この ように、1991年 から現在までのこの4、5年 の間に、韓国の態度は

極めて大 きく変化 してきている。1991年 のシンポジウムで、韓国の研究者は、当時のスピルオー

バーに対す る 「日 ・韓両国の基本的立場の相違」 として、次のようにまとめている。日本は 「情

報流通の自由原則 を基本理念」 としてお り、それは、「相互性のない先進国から後進国への一方

的流通であるように思われる」。他方、韓国は、「事前同意原則に基づいた1982年 、UN総 会の"直

接衛星放送のための人工衛星使用原則"の 決議を尊重す る」立場 をとるが、この原則には 「実質

的な拘束力がないため、この原則 に関する日本の受け止め方には疑問が残る」 とスピルオーバー

に対する日本の態度に危惧 を抱いていた 〔20〕。 ところがその後、韓国の衛星放送の日本での受

信 は、「『スピルオーバーであり、意図的なものではない』 と説明」されている 〔21〕。

このような変化が生 じた理由は、NHKやStarTVな ど、海外か らの衛星によるテレビ放送の

韓国への流入に対抗 し、自らの通信 ・放送衛星システムをつ くり、その開発を通 じて関連する科

学技術力 を向上 させ、国際競争力を高めることにあると思われる。ソ連など共産主義諸国の崩壊

と共に情報主権論が後退 し、しか も情報通信技術の急激な発達 によって外部からの情報流入 を防

ぐことがで きないとい う現状 を踏まえた現実的な対応である。そ して、それを可能に したのが、

高度化 した経済力と維持 されている政治的安定性である。また勿論、準備不足を承知の上で衛星

放送を開始 した背景には、ナショナリズムが存在 している。次第に緩やかになってきているとは

いえ、日本からの大衆文化輸入禁止措置はまだとられてお り、日本の映画や歌謡曲の上映、上演

は禁止 されている。また、地上波テレビなどで放送される外国か らの輸入番組には上限を定めた

数量規制が、アメ リカ合衆国を中心に した世界的な規制緩和の圧力の中においてもなされている。

また、番組内容については、放送委員会(ア メリカ合衆国の連邦通信委員会FCCに 類似 した機関)

による事前または事後の審査が行われている。韓国は、規制緩和の圧力に対 して市場開放の方向

をとりつつあるが、「放送の市場開放に当たっては、文化の主体性の維持を考慮 し、放送のソフ

トよりも資本投資の開放 を優先 させる」ことが広報処の方針である。厂『韓国固有の文化の維持』

と 『国産番組の育成』 を基調に置いたテレビ番組編成の基本方針」 は、これからも継続 されてい

くと思われる 〔22〕。

4.StarTVと アジ ア諸 国

ア ジ ア に お け る テ レ ビ放 送 の 「ボ ー ダ レス 化 」 を象 徴 して い る の が 、香 港 のStarTVで あ る 。

StarTVは 、 ア ジ アサ ッ ト(AsiaSatelliteTelecommunicationsCo.,Ltd。)に よ っ て1990年(平 成

2年)4月 に 打 ち 上 げ ら れ た 衛 星Asiasat1〔23〕 を使 用 し て 、1991年10月 か ら5チ ャ ン ネ ル の

24時 間 サ ー ビ ス を 開 始 した。

StarTVが 注 目 さ れ る よ う に な っ た の は 、 イ ギ リス の 映 像 国 際 放 送 で あ るBBCワ ー ル ド ・サ
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一 ビス ・テ レ ビ ジ ョ ン をサ ー ビ ス の 内 容 と し た こ とに よ る 〔24〕
。 そ の 後 、R.マ ー ドッ ク の 傘

下 に 入 っ たStarTVは 、 そ の 経 営 方 針 を転 換 して い く。 な か で も 目立 つ の が 、BBCワ ー ル ド ・

サ ー ビ ス ・テ レ ビ ジ ョンの 北 ビー ム に よ る送 信 を停 止 し た こ と、 及 び 地 域 別 ・言 語 別 の サ ー ビス

とい う番 組 の 「ロ ー カ ル 化(localization)」 を 行 っ た こ とで あ る。 前 者 は 、 毛 沢 東 の女 性 関 係 な

ど を扱 っ た ドキ ュ メ ン タ リ ー番 組 を放 送 じた り、 中 国(中 華 人民 共 和 国)の 労 働 改 造 所 周 辺 の 隠

し撮 り ビ デ オ を公 開 した り したBBCを 中 国 が 非 難 し、 両 者 が 対 立 関 係 に陥 っ た こ とに起 因 す る

〔25〕。 こ れ らの 結 果 、StarTVの 視 聴 者 は増 加 し、 そ の 数 は 、1996年 に は53か 国 、2億 人 に上 る

とい わ れ る 〔26〕。 しか し、 こ の 「ロー カ ル 化 」 とは 、 別 の 言 葉 で 表 現 す れ ば 、 衛 星 テ レ ビ ・サ

ー ビス の 過 度 の 「ビ ジ ネス 化Jで あ る
。 こ こ に見 え 隠 れ して い る もの は 、 サ ー ビス 対 象 地 域 へ の

迎 合 で あ り、放 送 対 象 地 域 の 文 化 の 質 や 社 会 的 価 値 を考 慮 した 「ロ ー カ ル化 」 とは 異 質 な もの で

あ る。1992年 の イ ギ リス の総 選 挙 の と き保 守 党 を支 持 したR.マ ー ドッ ク傘 下 の新 聞 サ ンが 、

1997年 の総 選 挙 で は労 働 党 を 支 持 した こ と も 〔27〕、 前 述 した テ レ ビ朝 日 の株 式 の 朝 日新 聞 社 へ

の売 却 も、 この 脈 絡 の 中 で 考 え な け れ ば な らな い 。

な お 、1995年11月 に打 ち 上 げ られ た 衛 星Asiasat2は デ ィジ タ ル ・サ ー ビス が 可 能 で 、 ドイ ッ

の 国 際 放 送DW(DeutscheWelle)が この 衛 星 を利 用 して ア ジ ア 向 け の 国 際 テ レ ビ ・サ ー ビ ス を

行 って い る 。既 に述 べ た よ う に、StarTVは こ の衛 星 を使 っ て 、1996年4月 よ り 日本 向 け に 「ス

タ ー ・プ ラ ス ・ジ ャパ ン」 を放 送 して い る。

Asiasat衛 星 と並 ん で 、 国 際 的 な テ レ ビ ・サ ー ビス に利 用 さ れ て い る の が 、 イ ン ドネ シ ア の 通

信 衛 星Palapaで あ る 。 こ の衛 星 は 、 主 に 多 くの 島 々 か ら な る イ ン ドネ シ ア の 国 内 サ ー ビ ス の た

め に 使 用 さ れ て きた 。 と ころ が 、1992年 以 後 、 そ れ ま で ア セ ア ン(ASEAN)諸 国 の テ レ ビ伝 送

な ど に使 わ れ て きた 第2世 代 の 衛 星PalapaB2Pが 、 ア メ リ カ合 衆 国 の ケ ー ブ ル ・ネ ッ トワ ー ク

のESPN(ス ポ ー ツ)、CNN、HBO(映 画)や オ ー ス トラ リア 放 送 協 会(ABC)の ア ジ ア ・太 平

洋 向 け 国 際 放 送AusTV(AustralianTelevision、1993年 よ り)な ど に よ っ て 利 用 さ れ る こ と に

な っ た 〔28〕。ESPNは 、1992年4月 よ り、 ア ジ ア ・太 平 洋 地 域 の 放 送 事 業 者 と ケ ー ブ ル テ レ ビ

事 業 者 に 、 ア メ リ カ合 衆 国 及 び 放 送 対 象 地 域 の ス ポ ー ッ番 組 の伝 送 を始 め 、CNNInternationalは 、

同 年4月 よ り東 南 ア ジ ア 向 け サ ー ビス を開 始 して い る 〔29〕。 ま た 、 デ ィ ジ タ ル ・サ ー ビ ス が 可

能 な 同 衛 星 のCシ リ ー ズ が 、1996年 に打 ち 上 げ られ て い る。 こ う して 、 ア ジ ア ・太 平 洋 地 域 は 、

衛 星 テ レ ビ ・ビ ジ ネ ス の1つ の 市 場 とな っ て い っ た。 なお 、 こ れ らのESPN、CNN、HBOな ど は 、

中 国 郵 電 部 を 中 心 とす る 中 国 資 本 が75%の 資 本 を もつ 、香 港 のAPTサ テ ラ イ ト(APTSatellite

Co.,Ltd.)の 衛 星Apstar1(1994年6月 打 ち 上 げ 。 受 信 可 能 地域 は 、 中 近 東 か ら 日本 ま で)も 利

用 して い る 〔30〕。

と こ ろ で 、 こ れ ら欧 米 の メ デ ィ アの ア ジ ア地 域 へ の 進 出 は 、 ア ジ ア諸 国 に大 き な変 化 を もた ら

す こ と に な る。1970年 代 に は 既 に衛 星 利 用 の 実 験 が 行 わ れ て い た イ ン ドで は 、 衛 星lnsatIA

(lndianNationalSatellite)を1982年 に打 ち上 げ て以 降 、 衛 星 に よる テ レ ビ番 組 の 送 受 信 が試 み ら

れ て きた 。 と こ ろ が 近 年 、StarTVやZeeTVの 視 聴 者 が 無 許 可 の ケ ー ブ ル局(1993年 、 ケ ー ブ

ル テ レ ビ法 で 合 法 化 さ れ る)を 通 じて 増 大 し た た め、 視 聴 者 を奪 わ れ た 国 営 テ レ ビDDI(Door-

darshanIndia)は 、1993年10月 か ら、 多 目 的 衛 星Insat2Bを 使 っ て3チ ャ ン ネ ル の 衛 星 サ ー ビ

ス を 開 始 して い る 〔31〕。 さ らに 、DDIが 、 衛 星Insat2Cに よ っ て 、DiscoveryChannel、HBO、

CanalPlus、BBC、FamilyChannelを 再 送 信 す る こ とが 報 道 され て い る 〔32〕。 なお 、 イ ン ドは 、

1992年 よ り ヨー ロ ッパ の衛 星 チ ャ ンネ ルTVAsiaで 、 ヒ ン デ ィー 語 に よ る放 送 を行 っ て い る 。
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イ ン ドネ シ ア で は 、 国 営 のTVRI(TeleviRepubliklndonesia)が 独 占 的 にテ レ ビ放 送 を行 っ て

き た。 しか し、 衛 星Palapaを 利 用 した外 国 放 送 の 増 加 な ど に よ っ て 、 商 業 テ レ ビ放 送 開 始 へ の

要 望 が 高 ま り、1989年 に商 業 テ レ ビ局RCTIが 放 送 を 始 め 、 国 に よ っ て種 々 の 制 限 を与 え られ な

が ら も、 現 在5つ の 商 業 テ レ ビ局 が 存 在 して い る。 ま た 、 国 営 テ レ ビ 局(TVRI)と 国 営 ラ ジ オ

局(RRI)と を統 合 し公 社 化 す る動 きが あ る 。 こ れ は 、 外 国 製 番 組 の 大 量 の流 入 に対 して 、 自 国

の 放 送 体 制 を強 化 し、 財 政 的 基 盤 を固 め 、 自分 た ち 自 身 に よ る番 組 制 作 を進 め て い くた め で あ る 。

また 、 直 接 衛 星 放 送 を始 め る た め 、 放 送 衛 星Indostarを 打 ち上 げ る 計 画 を立 て て い る 〔33〕。

マ レー シ ア で は 、1996年1月 に 打 ち 上 げ ら れ た 通 信 衛 星Measat1(MalaysiaEastSatellite)

を利 用 して 、 同 年10月 か ら衛 星 デ ィ ジ タ ル放 送ASTRO(AllAsianSatelliteTelevisionandRadio

Company)が サ ー ビス を 開 始 して い る。 国 営 地 上 波 テ レ ビRTMの 再 送 信 の2チ ャ ン ネ ル と、 マ

レ ー語 、 中 国語 、 タ ミー ル 語 な ど に よ るASTROが 独 自編 成 す る5チ ャ ン ネ ル の ほ か 、16チ ャ ン

ネ ル が 、HBO、CNNI,CNBC、ESPNやABN(AsianBusinessNews)な ど の外 国 の 衛 星 テ レ ビ ・

サ ー ビス に 当 て られ て い る 〔34〕。

マ レー系 、 中 国 系 、 イ ン ド系 な どか ら な る多 民 族 国 家 で あ る とい う事 情 もあ り、 マ レ ー シ ア で

は 、 商 業 放 送 も含 め て 放 送 に 対 す る政 府 の規 制 は 厳 し く、 事 前 の 検 閲 が 行 わ れ て き た 。 特 に、

VHSC(violence、horror、sex、counterculture)に は 厳 しい規 制 が な さ れ て い る 。 衛 星 番 組 の 直

接 受 信 は こ れ まで 一 般 家 庭 で は禁 止 され て い た が 、1996年 に放 送 法 が 一 部 改 正 され 衛 星Measat

の 国 内 向 け直 接 受 信 サ ー ビス に よ る番 組 の受 信 の た め に 、 パ ラ ボ ラ ア ンテ ナ(直 径 は50～70セ ン

チ メ ー トル に 制 限 さ れ る)の 設 置 が 許 可 さ れ る こ と に な っ た 〔35〕。

マ レー シ ア と同 様 に 多民 族 国 家 で あ る シ ンガ ポ ー ル も、 メデ ィア に 対 す る規 制 の 厳 しい 国 で あ

る。 金 融 機 関 や 各 国大 使 館 な ど特 殊 な場 所 を 除 い て 、 衛 星 に よ る放 送 の 直 接 受 信 は禁 じ られ て い

る 。 しか し、 以 前 よ り、 国 民 か らの チ ャ ンネ ル 数 増 加 へ の 要 望 が あ り、 ま た ア ジ ア に お け る経 済

上 の拠 点 と して 、 そ して 情 報 の 、特 に経 済情 報 の 送 受 信 の 拠 点 と して 自国 を位 置 づ け る とい う 目

的 もあ り、 ケ ー ブ ル テ レ ビが1992年 に始 め られ 、CNNI、BBCやHBOな どが放 送 さ れ て い る 。 ま

た 、 東 南 ア ジ ア に お け る情 報 拠 点 と して 、HBOAsia、ESPNAsia、MTVAsiaやABMが シ ン ガ

ポ ー ル を本 拠 と して お り、1995年 に は 、 デ ィズ ニ ー(WaltDisneyCo.)が 、 シ ン ガ ポ ー ル か ら

ア ジ ア地 域 に向 け て 映 像 サ ー ビス を実 施 す る た め 、 国 際 衛 星 放 送 セ ン ター をつ くっ て い る 〔36〕。

ま た 、 シ ン ガ ポ ー ル で は 、1994年 よ り衛 星Palapaを 利 用 して 、 英 語 に よ る 映 像 国 際 放 送 が 実

施 さ れ て き た が 、1996年1月 か らTCSl(TelevisionCorporationofSingapore)が 、 ア メ リ カ合

衆 国 の パ ン ナ ム サ ッ ト(PANAMSAT、 国 際 衛 星 通 信 サ ー ビス を 目的 と した 非 イ ン テ ル サ ッ ト系

の 別 個 シ ス テ ム)の 通 信 衛 星PAS2を 使 用 して 、 中 国 ・台 湾 ・香 港 向 け に娯 楽 ・ニ ュ ー ス ・映

画 な ど を北 京 語 で サ ー ビ ス す る 、 海 外 向 け 衛星 デ ィ ジ タ ル放 送 「新 視 」 を開 始 して い る 〔37〕。

テ レ ビ放 送 が 、 中 国 共 産 党 と中 華 人 民 共 和 国 政 府 の管 理 下 に あ る 中 国 で は 、 天 安 門事 件 後 の

1990年5月 、 海 外 か らの 衛 星 に よ る テ レ ビ放 送 を受 信 す る た め に は 、 一 部 の政 府 機 関 や 外 国 人 が

主 に 利 用 す る ホ テ ル な ど特 殊 な 施 設 以 外 は 許 可 証 が 必 要 と され る よ う に な っ た 。 そ の 後 、Star

TVの 中 国 語 チ ャ ン ネ ルが 始 ま る と、 そ れ を違 法 に 受 信 す る者 が 増 加 し、 各 地 にパ ラ ボ ラ ア ンテ

ナ の販 売 店 が 出 現 した た め 、1993年10月 、 個 人 の パ ラ ボ ラ ア ン テ ナ の 設 置 を 許 可 制 に して 受 信 を

事 実 上 禁 止 し、1994年2月 に は 、「衛 星 放 送 地 上 受 信 設 備 管 理 規 定 」 に よっ て 、公 安 部 門 と合 同 で 、

衛 星 受 信 設 備 の 生 産 ・販 売 ・輸 入 ・設 置 を管 理 して い る 。 他 方 で 中 国 は 、 国 内 の 地 上 波 テ レ ビ番

組 を衛 星 に よ って 伝 送 して お り、 国 内 に お け る テ レ ビ電 波 の 受 信 可 能 地 域 を90%ま で達 成 す る と
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共 に 、1992年10月 に 開 始 さ れ た 第4テ レ ビは 、衛 星Asiasat、Statsionarな どを使 用 し、 ア ジ ア ・

太 平 洋 、 東 欧 、北 ア フ リ カ ま で をそ の受 信 可 能 地 域 と して い る 。 さ らに2000年 まで に 、衛 星 を利

用 した放 送 を全 世 界 で 受 信 可 能 にす る とい う衛 星 戦 略 を立 て て もい る 〔38〕。 また 、1996年 に は、

地 域 放 送 局 「河 南 電 視 台 」 と 「広 東 電 視 台 」 とが 、衛 星Asiasat2で 外 国 向 け の放 送 を 開始 して

い る 〔39〕。

5.マ ス ・コ ミニ ュケ ー シ ョンの 「グ ローバ ル 化」 と 日本

このように、ここ数年の間に情況は大 きく変化 してきた。東アジアは別 としてソ連 を中心 とし

た共産主義圏の崩壊は、それまでの理論的枠組みを緩め、新国際情報秩序への志向はもはやあか

らさまな形では見ることはで きない。経済の 「ボーダレス化」 と規制緩和の進展、そ して衛星通

信技術の高度化は、衛星テレビ ・サー ビスを過度に 「ビジネス化」させ、放送対象地域の広域化

と視聴者数の絶えざる拡大が求められる。

アジアの中の、「権威主義」的な要素 を完全 に払拭 させないまま資本主義の高度化を目指そう

とする、或いは社会主義に市場経済を接 ぎ木 しようとする国々も、この流れに抗うことはで きな

い。「アジアか らの情報発信」などのスローガンを掲げ、通信衛星や放送衛星を導入 し、欧米の

番組を流 しなが ら同時に、それらを 「積極的」に利用 して自国のニュースや番組を他国に送って

「自己主張」 をしていこうとしている。

この意思 の表 れの1つ が、1994年(平 成6年)の アジ ア=太 平洋放送連 合(Asia-Pacific

BroadcastingUnion、ABU)総 会における、アジア ・太平洋地域の国境を越 える衛星放送事業者

のためのガイドライン(国 際的な放送が、相手国の価値観、習慣、文化に有害 とならないことを

目的とした番組倫理基準)の 採択であ り、また1995年(平 成7年)の 「アジア ・太平洋映像国際

放送会議」での映像国際放送の番組内容 に関するガイ ドラインの採択である。ABUの 会議 には、

ABUに 加盟 している41の 国 ・地域、74の機関が参加 した。後者の、1994年 に開催 されたアジア ・

太平洋電気通信共同体(AsianPacificTelecommunity、APT)の セ ミナーの勧告 を受けて開かれ

た 「アジア ・太平洋映像国際放送会議」には、アジア ・太平洋地域の21の 国 ・地域の放送主管庁

(日本は郵政省)が 参加 している 〔40〕。

これらのガイドラインによって、それぞれの国か ら自国の番組 を他国へ放送することが容易 と

なる。 しか し同時に、アジア各国のナショナリズムがその背後にあることを見落としてはならな

い。「アジア ・太平洋映像国際放送会議」のガイ ドラインは、番組内容に責任 をもつ国を、衛星

映像国際放送のアップリンク地球局の所在国とし、衛星映像国際放送に関 し、受信国がガイ ドラ

インの適正な遵守の確保の必要があると考えた場合には、受信国は、発信国に対 して適切な措置

を講ずることを申し入れることができる。この場合、発信国は、最大限可能な範囲で誠実に対応

しなければならず、苦情は政府間の交渉に委ねられている 〔41〕。

日本では、1991年(平 成3年)か ら、アメリカ合衆国とヨーロッパに設立された現地法人によ

る 「TVジ ャパン(TVJapan)」 を通 して、映像放送が有料で行われてきた。その後、1995年(平

成7年)4月3日 、朝7時 のNHKの ニュース番組 「おはよう日本」の開始 と共 に、北 アメリカ

地域(通 信衛星SatcomK1に よる)と ヨーロッパ地域(現 在、通信衛星AstraIDに よる)に 向

けて、日本 に対する国際理解の促進と海外在留邦人などに対 して的確な情報を映像によって提供

す ることを目的に、NHKに よる映像国際放送が、「TVジ ャパ ン」 と同 じチ ャンネルを利用 して
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ノ ンス ク ラ ンブ ル の 無 料 放 送 で 行 わ れ る よ う に な った 。 日本 か ら の映 像 国 際 放 送 は 、1994年(平

成6年)の 放 送 法 の 一 部 改 正 に よ っ て 法 的 枠 組 み が 整 え られ 、NHKの 放 送 番 組 が 外 国 で 受 信 さ

れ る こ と を 目的 と し た 、NHKの 委 託 に よ って 行 わ れ る 「受 託 協 会 国 際 放 送 」 と して 実 施 され て

い る 。 他 方 、 ア ジ ア ・太 平 洋 地 域 へ は 、1996年4月 現 在 、20の 国 ・地 域 のCATV局 を 含 む41の

放 送 機 関 に対 して 、 衛 星PAS2に よっ て 番 組 配 信 が 行 わ れ て い る 〔42〕。

ま た 、 日 本 の 民 間放 送 局 の テ レ ビ番 組 を24時 間 の 総 合娯 楽 チ ャ ンネ ル と して編 成 し、 ア ジ ア ・

太 平 洋 地 域 の10の 国 ・地 域 で 、 日本 語 ・英 語 ・北 京 語 ・タ イ語 の4つ の 言 語 を使 っ てCATV局

や ホ テ ル に 送 信 す るJETTV(JapanEntertainmentTelevision)が 、1997年 に放 送 を 開 始 し た。

シ ン ガ ポ ー ル に 本 社 を置 くJETTVは 、住 友 商 事 、TBSや テ レ=コ ミュ ニ ケ ー シ ョン ズ(TCI、

ア メ リ カ合 衆 国 の ケ ー ブ ル テ レ ビ施 設 運 用 事 業 者)な ど を株 主 と し、 衛 星PAS2に よ っ て 送 信

す る 国 際 テ レ ビ ・サ ー ビ ス で あ る。NHKの 映 像 国 際 放 送 が 主 と して 海 外 在 留 邦 人 向 け で あ る の

に 対 して 、JETTVは 、StarTVや そ の 他 通 信 衛 星 を利 用 した ア メ リ カ合 衆 国 の マ ス ・メ デ ィア

に よ る国 際 的 な テ レ ビ ・サ ー ビス と同 様 の形 態 を とっ て い る。

この よ う に今 日、R・ マ ー ド ッ クや ア メ リ カ合 衆 国 の マ ス ・メ デ ィ ア が先 導 し、 そ れ を追 う よ

うに 日本 を 含 む ア ジ ア 各 国 が 、衛 星 を経 由 して テ レ ビの 電 波 を広 い 範 囲 に わ た って 送 り始 め て い

る 。 この 現 象 は 、一 般 に放 送 の 「ボ ー ダ レス 化 」 と呼 ば れ て い る 。 しか し、 そ こ に は 、 ア メ リ カ

合 衆 国 を含 ん だ各 国 の ナ シ ョナ リズ ムが 厳 然 と して存 在 して い る の で あ る 。 ア メ リ カ 合 衆 国 の そ

れ は 、 「規 制 緩 和 」 と い う名 の 。 と こ ろ で 、 こ の 「ボ ー ダ レス 化 」 な る もの は ま た 、 マ ス ・メ デ

ィア の 「グ ロ ー バ ル 化(globalization)」 で あ り、 マ ス ・コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの 「グ ロ ー バ ル 化 」

な の で あ る 。 そ して これ は 、少 な く と も2つ の 点 に お い て 看 過 す る こ との で き な い 問題 を抱 え て

い る。

マ ス ・コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの 機 能 を大 き く2つ に分 け て考 え る 。1つ は報 道 の 、 も う1つ は 娯

楽 の 機 能 。 そ して 、 この 「グ ロー バ ル化 」 したマ ス ・コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン も、 こ の2つ の機 能 を

有 して い る 。 報 道 に関 して い え ば 、 例 え ば 、 ア メ リ カ 合 衆 国 の 外 交 政 策 が 、 時 にCNNの ニ ュ ー

ス に左 右 さ れ て決 定 され て い くと い う事 態 を見 れ ば理 解 さ れ る よ う に 、 そ の 影 響 力 は 膨 大 で あ る。

ま た 、娯 楽 の機 能 を見 れ ば 、 デ ィ ジ タル ・テ レ ビ放 送 に よ っ て 繰 り広 げ られ る 、 ヨハ ン ・ホ イ ジ

ン ガ(JohanHuizinga)の 「遊 び」 とは 程 遠 い 日常 的 な 気 晴 ら しの対 象 で あ る 「エ ン ター テ イ ン

メ ン ト」 は 、 人 々 の 精 神 的水 準 の 低 下 と各 国 の文 化 の 平 準 化 と を もた らす 。 そ して 、 ニ ュ ー ス も

ま た娯 楽 の 対 象 と な る。 米 軍 の ソ マ リア 介 入 も湾 岸 戦 争 に お け る多 国 籍 軍 の 活 動 も、 ニ ュ ー ス報

道 さ れ た と き 「エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト」 と な る 。 多 数 の 国 と地 域 に わ た っ て 、放 送 の 広 域 化 と視

聴 者 の増 大 を 求 め れ ば 、放 送 番 組 の 質 の 一 様 化 は避 け られ ず 、 世 界 は 「単 一 の文 化 」 へ と次 第 に

向 か っ て い く。 この 「文 化 の 単 一 化 」 と は、 人 間 の 精 神 の 単 純 化 で もあ り、文 化 は 豊 か さ を失 っ

て い く。 放 送 番 組 の 倫 理 基 準(ガ イ ドラ イ ン)を 踏 ま え た 放 送 は 、 国 際 的 な相 互 理 解 を 生 む よ う

に見 え た と して も、 そ れ は 表 面 的 な レベ ル に と ど ま る こ と に な ろ う。

さて 、 で は 日本 で い か に この 状 況 に対 処 す るべ き な の で あ ろ うか 。 そ れ は 、外 に だ け で は な く、

内 側 に、 自分 た ち 自 身 に も 目 を 向 け て い くこ とで あ る 。 まず そ の1つ と して考 察 され る べ き もの

は 、文 化 政 策 で あ る。 そ れ は長 い 時 間 をか け て 積 み 上 げ て き た文 化 、 伝 統 を敬 虔 な気 持 ちで 振 り

返 り、 そ れ を大 切 に し、 そ の 質 を 吟 味 し、 そ して 育 ん で い く行 為 に よ っ て支 え られ る 。 こ れ を 、

個 人 的 レベ ル で は な く、 国 家 的 レベ ル で 実 行 す る 。 こ の よ う な行 為 の 中 か ら、 「公 共 性 」 の 基 盤

が 現 れ 、社 会 的価 値 が 浮 か び 上 が っ て く る。こ こで 参 考 と な る の は 、ア ン ドレ ・マ ル ロ ー(Andre
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Malraux)な ど に よ っ て 実 践 され て きた フ ラ ンス の 文 化 政 策(politiqueculturelle)で あ る 〔43〕。

そ して 、 この 文 化 政 策 の 上 に立 っ で 、 メ デ ィ ア政 策 を構 想 す る こ と こそ 肝 要 で あ る。 メ デ ィ アの

中 に は 、文 化 が 体 現 され て い る の で あ る。 外 国 の 番 組 に対 す る ク ウ ォ ー タ制 、 言 語 ・広 告 に対 す

る 制 限 な ど、 フ ラ ンス の メ デ ィア 政 策 に は厳 しい もの が あ る。 しか し、 日本 で そ れ を そ の ま ま模

倣 す る 必 要 は ない 。

他 方 、 多 メ デ ィ ア化 ・多 チ ャ ン ネ ル 化 に よ る表 現 媒 体 の 増 加 は 、 「自 由主 義 」 的 な行 動 を 不 可

欠 と して い る。 個 々 人 の 「自 由」 な創 造 と 「自 由」 な経 済 活 動 抜 き に、 こ れ か らの 視 聴 覚 メ デ ィ

ア の 発 展 を考 え る こ とは で きな い 。 と りわ け 、 日本 で は 、 こ の 「自由 」 は 、 どん な に 強調 して も

強 調 しす ぎ る とい う こ と は な い 。 規 制 緩 和 は 、 今 日の 高 度 化 した 技 術 に急 き立 て ら れ て 、 今 後 も

進 行 して い くで あ ろ う。 そ こ で 、 この 「自 由 主 義 」 的市 場 は 、 メ デ ィア政 策 と調 和 され ね ば な ら

な い 。 そ の担 い 手 こ そ 、 創 出 され るべ き独 立 行 政 機 関 で あ る 。

独 立 行 政 機 関 は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 のFCC(連 邦 通 信 委 員 会)や フ ラ ンス のCSA(視 聴 覚 最 高

評 議 会)に よ っ て代 表 され る。 そ れ に類 似 す る機 関 が 今 日 、 ア ジ ア諸 国 に お い て もつ く られ て き

て い る。 この 組 織 を 単 な る規 制 の ため の機 関 と して で は な く、 ま た単 な る苦 情 処 理 機 関 や 交 通 整

理 人(trafficcontroller〔44〕)と し て で も な く、 メ デ ィ ア政 策 の 核 とな る も の と し て構 成 す る。

これ が 第2の 課 題 で あ る。

私 た ち は 今 、 「宇 宙 戦 争 」 の 中 に 生 きて い る 。 しか し、 実 は こ の2つ こそ 、 「宇 宙 戦 争 」 の 奥 に

潜 む 、私 た ちが 直 面 して い る本 当 の 「戦 い 」 な の で あ る。
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